
 

【同時期に予定されている近接区間の夜間通行止め予定】 

◆北陸自動車道 夜間通行止め 

路 線 北陸自動車道 

区 間 名立谷浜ＩＣ ～ 上越 JCT （下り線） 

実施時期 

①夜間通行止め 

下記日程で実施します。 

・平成２９年１０月 ２日（月）～ ５日（木） 【４夜間】 ※予備日：１０月６日（金） 

・平成２９年１０月２３日（月）～２６日（木） 【４夜間】 ※予備日：１０月２７日（金） 

・平成２９年１１月１０日（金）、１１月１３日（月） 【２夜間】 ※予備日：１１月１４日（火） 

②昼夜連続車線規制 

平成２９年１０月２日（月）～ 平成２９年１１月１４日（水）の間に実施します。 

※土・日・祝日も規制を実施します。 

規制方法 ①夜間通行止め ②昼夜連続車線規制 

時 間 ①２０時～翌朝６時、②終日２４時間 

工事内容 トンネル補強工事 

備 考 ※天候により、規制期間・時間が変更、または中止になる場合があります。 

 

◆北陸自動車道 通行止め区間及び迂回路図 

・通行止め時間帯は名立谷浜ＩＣで降り、一般国道８号への迂回をお願いします。 

・名立谷浜ＩＣ～上越ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約１０分ですが、一般国道１８号（迂回

路①）を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約２７分かかります。 

また、名立谷浜ＩＣ～上越高田ＩＣ間で高速道路を利用した場合の所要時間は約１３分ですが、一般国道１

８号から県道６３号（迂回路②）を利用した場合、所要時間は通常の交通状況で約３１分かかります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

迂回路
（新潟方面）県道87号→国道8号→国道18号
（長野方面）県道87号→国道8号→県道63号

夜間通行止区間
通行止め区間

迂回路図
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【通行止めに伴う乗継料金調整について】 

通行止めにより高速道路を一旦流出し、一般道を迂回して再度同一方向に乗り継がれるお客さまにつきましてはご利用料金の調整をします。 

ＥＴＣをご利用のお客さまは、全行程で同一のＥＴＣカードをご利用のうえ、通常どおりＥＴＣレーンを通行してください。この場合でも原則として直通走行（最初の流入ＩＣと乗り継ぎ後の

最初の流出ＩＣ間）に適用されるＥＴＣ時間帯割引が適用されたこととして、料金調整が行われます。（出口では調整前の料金表示となりますが、請求時にはご利用区間に応じた調

整後の料金で請求します。）  

ＥＴＣ以外のお客さまは、乗り継ぎ後の最初の出口ＩＣで、一旦流出するＩＣでお渡しする「高速道路通行止め乗継証明書」と再流入ＩＣにて発行した「入口通行券」を一緒に係員に提

出していただくと、料金調整が行われます。 

乗り継ぎ後の最初の出口 ICが料金自動精算機の場合は、「高速道路通行止め乗継証明書」を通行券より先に精算機にお入れいただくと料金調整が行われます。 

乗継料金調整が行われるＩＣは下記のとおりです。 

 

乗継 IC 案内一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大潟スマート IC及び新井スマート ICは 6時～22時まで利用可能です。 
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